










（単位：円）

当期
自　平成27年10月 9 日
至　平成28年 8 月31日

Ⅰ 当期未処分利益
Ⅱ 利益超過分配金加算額
 出資総額控除額
Ⅲ 分配金の額
 （投資口1口当たり分配金の額）
 うち利益分配金
 （うち1口当たり利益分配金）
 うち利益超過分配金
 （うち1口当たり利益超過分配金）
Ⅳ 次期繰越利益

2,496,616,937

202,400,000
2,698,300,000

（2,453）
2,495,900,000

（2,269）
202,400,000

（184）
716,937

分配金の額の算出方法 　本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配の方針に基
づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定されている
本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を
超えるものとします。
　かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、かつ期末
発行済投資口の総口数の整数倍の最大値となる2,495,900,000
円を、利益分配金として分配することとしました。
　なお、本投資法人は、本投資法人の規約第36条第2項に定める金
銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配

（税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し）を行います。
　 か か る方 針をふまえ、当 期 の 減 価 償 却 費 計 上 額 で ある
677,263,181円の100分の30にほぼ相当する額として算定され
る202,400,000円を、利益を超える金銭の分配（税法上の出資等
減少分配に該当する出資の払戻し）として分配することとしました。

（注）   本投資法人は、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに財務の状況等により本投資法人が適切と判断する場合、投信協会
の諸規則に定める額を上限として、本投資法人が決定する額を、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができます。また、金銭の分配金額が法令に
定める投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額により、分配可能
金額を超えて金銭の分配をすることができます。

Ⅵ.	金 銭 の 分 配に係る計 算 書 Ⅶ.	監 査 報 告 書
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［重要な会計方針に係る事項に関する注記］（参考情報）

項目
当期

自　平成27年10月 9 日
至　平成28年 8 月31日

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 　キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金及び
信託現金、随時引出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、
価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の
到来する短期投資からなっています。

［キャッシュ・フロー計算書に関する注記］（参考情報）

当期
自　平成27年10月 9 日
至　平成28年 8 月31日

※1. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
（平成28年8月31日） （単位：千円）
現金及び預金 4,244,719
信託現金及び信託預金 4,266,658
使途制限付信託預金（注） △988,650
現金及び現金同等物 7,522,727

（注）テナントから預かっている敷金及び保証金の返還等のために留保されている信託預金です。

（単位：千円）
当期

自 平成27年10月9日　至 平成28年8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 2,498,448

減価償却費 677,263

創立費償却 6,718

投資口交付費 9,902

受取利息 △205

支払利息 204,153

営業未収入金の増減額（△は増加） △80,400

前払費用の増減額（△は増加） △67,645

長期前払費用の増減額（△は増加） △326,943

営業未払金の増減額（△は減少） 103,029

未払金の増減額（△は減少） 1,083,105

未払消費税等の増減額（△は減少） 158,850

前受金の増減額（△は減少） 815,597

創立費の支払額 △36,579

その他 1,414

小計 5,046,710

利息の受取額 205

利息の支払額 △204,153

法人税等の支払額 △31

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,842,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出 △164,116,923

信託預り敷金及び保証金の受入による収入 1,577,342

信託預り敷金及び保証金の返還による支出 △94,367

敷金及び保証金の差入による支出 △10,117

投資活動によるキャッシュ・フロー △162,644,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 12,758,000

短期借入金の返済による支出 △9,068,000

長期借入れによる収入 55,280,000

投資口の発行による収入 106,354,062

財務活動によるキャッシュ・フロー 165,324,062

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,522,727

現金及び現金同等物の期首残高 ―

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 7,522,727

（注）   キャッシュ・フロー計算書は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づき作成し、参考情報として添付し
ています。このキャッシュ・フロー計算書は、投信法第130条の規定に基づく会計監査人の監査対象ではないため、会計監査人の監査は受けていません。

Ⅷ.	キャッシュ・フロー 計 算 書（ 参 考 情 報）
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本投資法人の特徴や、成長戦略等について、チャートや表を用いて
わかりやすく説明しております。
個別物件の詳細についても、1物件ごとに詳細情報と地図をご確認
いただけます。

組 織 図 H P の ご 案 内

本投資法人・本資産運用会社の概要

URL   http://lasalle-logiport.com/
■ 本投資法人の仕組図

特徴や戦略をわかりやすく説明

モバイル対応

■ 本資産運用会社の概況

商 号 ラサールREITアドバイザーズ株式会社

設立年月日 平成14年3月18日

資 本 金 164.5百万円（平成28年8月末日現在）

株 主 構 成 ラサール不動産投資顧問株式会社　100%

役 員 取締役5名（常勤取締役3名）
監査役1名

金融商品取引業登録 登録番号：関東財務局長（金商）第2863号

宅地建物取引業免許 免許証番号：東京都知事（1）第97862号

取引一任代理等認可 認可番号：国土交通大臣認可第92号

三井住友信託銀行株式会社

資産保管会社
一般事務受託者

投資主名簿等管理人
ラサール不動産投資顧問

株式会社

スポンサー／
本資産運用会社の親会社

ラサールREIT
アドバイザーズ株式会社

本資産運用会社

資産運用
委託契約

スポンサー
サポート契約

資産保管委託契約
一般事務委託契約
投資主名簿等管理事務委託契約

商標使用に
関する覚書

投資主総会

PwCあらた
有限責任監査法人

本投資法人

執行役員：藤原　寿光
監督役員：柴田堅太郎
監督役員：西内　幸士

役員会

会計監査人

ラサールロジポート投資法人

株主総会

取締役会

代表取締役社長

資産運用部

投資本部

企画管理部

財務管理本部

投資委員会

資産投資部 財務部

コンプライアンス委員会

コンプライアンス・オフィサー

監査役

本投資法人では、ホームページを活用し、迅速かつ正確な情報開示につとめており、様々なコンテンツをご用
意しています。今後も一層内容を充実させ、タイムリーな情報提供を続けてまいります。

スマートフォンからも快適にアクセスいただけるよう、全ページモバイル対応化しており、
端末ごとに最適化された画面で情報を取得いただけます。
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投資主インフォメーション

投資主インフォメーション

■ 投資口価格の推移

■ 年間スケジュール

■ 投資主の状況

投資口数

個人・その他
16.9%

金融機関
42.0%

外国人
34.7%

証券会社
1.6%

その他国内法人
4.6%

投資主数

個人・その他
95.3%

金融機関 0.5%

外国人 1.2% 証券会社 0.2%
その他国内法人 2.6%

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2月期決算月 8月期決算月2月期決算発表 8月期決算発表

2月期分配金支払い開始
2月期資産運用報告発送

8月期分配金支払い開始
8月期資産運用報告発送

決算期日 毎年2月末日・8月末日

投資主総会 原則として2年に1回以上開催

同議決権行使投資主確定日 あらかじめ公告して定めた日

分配金支払確定基準日 毎年2月末日・8月末日（分配金は支払確定基準日より3か月以内にお支払いします。）

上場金融商品取引所 東京証券取引所（証券コード：3466）

公告掲載新聞 日本経済新聞

投資主名簿等管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号　三井住友信託銀行株式会社

連絡先

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
受付フリーダイヤル：0120ｰ782ｰ031
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除きます。）

■ 投資主メモ

■「マイナンバー制度」のご案内

分配金について
「分配金」は、「分配金領収証」をお近くのゆうちょ銀行又は郵便局（銀行代理業者）にお持ちいただくことでお
受け取りいただけます。受取期間を過ぎた場合は、「分配金領収証」裏面に受取方法を指定し、三井住友信託
銀行株式会社証券代行部へご郵送いただくか、同行の各支店窓口にてお受け取りください。また、今後の分配
金に関して、銀行振込のご指定、源泉分離課税選択申告などの手続きをご希望の方は、お取引の証券会社まで
ご連絡ください。

法令に定められたとおり、分配金等の支払調書には、投資主様のマイナンバーを記載し、税務署へ提出い
たします。投資主様は、お取引の証券会社等へマイナンバーをお届出ください。

証券口座にて投資口を管理されている投資主様
➡ お取引の証券会社までお問い合わせください。

証券会社とのお取引がない投資主様
➡下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。

　三井住友信託銀行株式会社	証券代行部
　  0120-782-031

住所等の変更手続きについて
住所・氏名・届出印等の変更は、お取引の証券会社にお申し出ください。

市区町村から通知されたマイナンバーは、税務関係のお手続きで必要となります

マイナンバーのお届出に関する問い合わせ先
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（円） （口）

8/31：104,800円

2/17：100,000円（発行価格）

投資口価格（左軸） 出来高（右軸）


